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ｘ
代
表
選
当
日

偶
然
の
議
決

一

東
京
第
５
検
察
審
査
会
が
小

沢
氏
を

「
起
訴
す

べ
き
だ
」
と

議
決
す
る
ま
で
の
経
緯
が
、
‐目

「

査
会
開
綱
聾
尻
覇
唄
調
判
日
Ｕ
Ч

燿

。

関
係
者
に
よ
る
と
、

１１
人
の

審
査
員
た
ち
は
、
お
盆
休
み
の

あ
る
８
月
中
は
隔
週
で
し
か
集

ま
れ
な
か

っ
た
が
、
．９‐
周
ｄ
渕
空

つ雪
引
劉
ヨ
矧
η

、

９
月
上
旬
に
は
、

「
起
訴
議

決
」
を
出
す
場
合
に
義
務
付
け

ら
れ

て
い
る
検
察
官
の
意
見
聴

取
を
行

っ
た
。
意
見
聴
取
で
は
、

東
京
地
検
特
捜
部
の
斎
藤
隆
博

・

副
部
長
が
卜
時
間
以
上
に
わ
た

．

っ
て
説
明
。
斎
藤
副
部
長
は
「
元

審
査
日
「
議
論
煮
詰
ま

っ
た
」

秘
書
ら
の
供
述
だ
け
で
は
、
小

沢
氏
と
元
秘
書
ら
と
の
共
謀
の

成
立
を
認
め
る
の
は
難
し
い
っ

有
罪
を
取
る
に
は
、
慎
重
に
証

拠
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で

す
」
な
ど
と
い
審
査
員
ら
に
訴

え
た
と
い
う
。　
一

審
査
員
に
法
律
的
な
助
言
を

一
』

共
．

実 審
幸
嚇
］
驀
】
一
一
輯
一

っ
た
判
例
や
、
犯
罪
の
実
行
行

為
者
で
な
く
て
も
謀
議
に
参
加

す
れ
ば
共
犯
ど
し
て
有
罪
に
な

る
な
ど
と
認
定
し
た
１
９
５
８

年
の
最
高
裁
大
法
廷
判
決
を
審

査
員
に

示
し
ゃ

「
暴
力
団
や
政

治
家
と

い
う
違
い^
は

考
え
ず

に
、
上
下
関
係
で
判
断
し
て
下

さ
い
計
設
剛
潮
れ
蹴
げ

は
ヽ
貯

主
党
代
表
選
当

日
の
９
月
１４

日
。
第
５
審
査
会
の
定
例
の
審

査
日
は
毎
週
火
曜
日
で
、
こ
の

日
は
偶
然
ヽ
審
査
日
に
あ
た

っ

て
い
た
。
た
だ
、
こ
の
日
に
議

決
を
出
す
ｔ
之

・が
予
定
さ
れ
て

い
た
わ
け
で
は
な
く
、
議
長
役

を
務
め
る
審
査
会
長
が
審
査
中

に

「
議
決
を
取
り
ま
す
か
。
そ

れ
と
も
先
に
延
ば
し
ま
す
か
」

と
提
案
し
た
と
こ
ろ
、
審
査
員

ら
か
ら
藝
望
剛
馴
劉
雪
謝
劇
『

と
の
声
が
上
が
り
、
議
決
を
出

す
こ
と
に
な

っ
た
。
議
決
の
後
、

「
こ
ん
な
日
に
な

っ
ち

ゃ
っ
た

誦
け
元
瑯
易
時
略
嗜
様
易
い
」

訴
議
決
が
性
た
の
は
午
後
３
時

頃
。
代
表
選
で
開
票
の
結
果
、

小
沢
氏
の
落
選
が
決
ま

っ
た
の

は
、
そ
の
約
３０
分
後
だ

っ
た
。
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穣
一審
一側
一
慎
重
襲
韮
一一に
お

一慎
重
た一に
審
査

４
日
午
前
１０
時
す
ぎ
の
東
京
地

裁
。
検
察
審
査
員
の
市
民
が
建
物

曇村

薗
因
翁
轟
翻
颯
卦

言

言

言

。

検
察
審
査
会
事
務
局
の
職
員
２

人
が
、
Ａ
４
サ
イ
ズ
の

「議
決
要

旨
」
７
枚
を
東
京
地
裁
の
脇
に
あ

る
掲
示
板
に
張
り
出
し
た
の
は
、

午
後
３
時
４５
分
過
ぎ
。
約
８０
人
の

報
道
陣
か
ら

「強
制
起
訴
」
の
声

が
何
度
も
あ
が
り
、
カ
メ
ラ
の
フ

ラ
ツ
シ
ュ
が

一
斉
に
輝
い
た
。

民
主
党
の
小
沢

一
郎
元
代
表
の

強
制
起
訴
を
決
め
る
‥審

査
に
か
か

わ
つ
た
関
係
者
は
４
日
、
ン」
ンつ
語

っ
た
ｏ
　
濶
コ
劉
け
Ш
ｄ
Ｊ
直
董
己

冒

。

黎

自
曇
颯
題
諷
瑠
」

□

　

□

審
査
会
関
係
者
に
よ
る
と
、
小

沢
氏
に
対
す
る
２
度
目

の
審
査

は
、今
年
９
月
に
入

っ
て
本
格
化
。

１
度
目
の
審
査
で

「起
訴
相
当
」

の
議
決
を
し
た
１１
人
全
員
が
８
月

初
め
に
入
れ
替
わ
り
ヽ
新
た
な
メ

ン
バ
ー
が
集
ま

っ
た
。
そ
の
後
、
法

的
な
ア
ド
バ
イ
ス
な
ど
審
査
を
補

助
す
る
弁
護
士
が
選
ば
れ
た
。

審
査
の
過
程
で
、

「
元
秘
書
と

の
共
謀
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
小

沢
氏
を
不
起
訴
に
し
た
東
京
地
検

特
捜
部
の
検
察
官
も
審
査
会
に
呼

び
出
さ
れ
た
。

検
察
官
は
、
「起
訴
に
す
る
た
め

に
は
、
的
確
な
証
拠
に
よ
り
有
罪

判
決
が
得
ら
れ
る
高
度
の
見
込
み

が
必
要
で
す
」
。
法
律
の
素
人
で
あ

る
審
査
員
ら
を
前
に
熱
心
に
説
明

し
た
。

だ
が
、
そ
れ
を
聴
く
審
査

員
た
ち
の
心
中
に
は
別
の
思
い
が

あ

っ
た
。
議
決
要
旨
に
も

「
検
察

官
が
説
明
し
た
起
訴
基
準
に
照
ら

し
て
も
、
検
察
官
の
判
断
は
納
得

し
が
た
い
」
と
の
表
現
が
あ

っ
た
。

１１
人
の
中
か
ら
選
ば
れ
た

「審

査
会
長
」
が
進
行
役
に
な
り
、
綬
一

―

一，

読
馴
選
月
悧
劃
罰
剛
劃
到
以
鍔

９
月
１４
日
、
そ
れ
ぞ
れ
が
意
見

を
用
紙
に
書
い
て
多
数
決
を
と

っ

た
と
こ
ろ
、

１１
人
中
８
人
以
上
が

「起
訴
す
べ
き
だ
」
と
投
票
し
た
。

□

　

□

市民の選択  □
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決
し
た
の
は
今
年
４
月
末
。
当
時

一
審
査
会
の
開
催
は
通
常
は
２
週
間

一
９
５
８
年
の
最
高
裁
判
例
を
持
ち

の
１１
人
の
メ
ン
バ
ー
全
員
が
７
月

一
に
１
度
だ
が
、
と
て
も
間
に
合
わ

一
出
し
た
。

「各
自
の
意
思
を
実
行

一一

一
末

で
任
期
を
終
え
る
の
を
待

っ

一
な
い
。
審
査
員
た
ち
の
夏
休
み
と

一
に
移
す
之
い
う
謀
議
を
し
て
、
犯

′

一
て
、
８
月
か
ら
の
新
メ
ン
バ
ー
で

一
重
な
る
８
月
は
隔
週
し
い
集
ま
れ

一
罪
を
実
行
し
た
事
実
が
認
め
ら
れ

↑

一
２
回
目
の
審
査
が
始
ま
っ
た
。　
　
一
な
か
っ
た
が
、
９‐
月
日
烈
り
、
倒

一
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
共
謀

ジ
ー
ン
ズ
の
男
性
に
ミ
ニ
ス
カ

一
ヨ
や
豪
ヨ
肩
ヨ
菌
割
留
「
り
綱
ｇ
ｕ

一
は
、
厳
格
な
証
明
が
必
要
で
す
」

聞一副い“隊聾足∝｝な申聴岬瞭一でコ轟欄鋼製講中【呻デてきた一い靱崚椰畔疇“嫌鴎馘
「載韓静

・新一峙一一けっ変実「無華坤鋤昨汁一一稀醐「́』は議は赫興跡一“【̈一『一轟毅枠中〔『一

一　
■
■
■
一■
一轟
■
■
〓
〓
■
■
■
一〓
■
一翼
１１‐‥

ｏ
９
歳
と
、
比
較
的
若
い
顔
ぶ
れ

一
と
い
う
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
は
あ

っ
た

一
。
了
承
」
が
あ

っ
た
か
に
つ
い
て

と
な

っ
た
。
法
的
な
ア
ド
バ
イ
ス

一
が
、
大
物
政
治
家
だ
と
い
う
予
断

一
の
元
秘
書
ら
の
供
述
は
具
体
的
で

は
違

っ
た
。

「
元
秘
書
ら
が
捜
査

を
受
け
た
の
は
、
収
支
報
告
書
の

提
出
か
ら
５
年
後
。
細
か
い
記
憶

が
残

っ
て
い
る
方
が
お
か
し
い
」

審
査
員
ら
は
吉
田
弁
護
士
に
、

折
に
触
れ
て
助
言
を
求
め
た
。
吉

田
弁
護
士
は

「
誘
導
に
な
ら
な
い

よ
う
、
ど
こ
ま
で
言
う
べ
き
か
言

わ
な
い
で
お
く
べ
き
か
、
慎
重
に

線
引
き
し
た
」
と
い
う
。

議
決
Ｊ
」ん
な
日
に
」

９
月

１４
日
に
議
決

日
を
迎
え

た
。
小
沢
氏
と
菅
直
人
首
相
が
激

し
く
争
う
民
主
党
代
表
選
の
投
開

票
日
と
重
な

っ
た
。
午
前
中
か
ら

審
査
を
始
め
、
多
数
決
を
取

っ
た

の
は
午
後
３
時
ご
ろ
。

１１
人
中
８

人
以
上
が

「
起
訴
議
決
」
に
賛
成

し
た
。
小
沢
氏
の
落
選
は
審
査
後

に
知

っ
た
。

「
こ
ん
な
日
に
な

っ

ち
ゃ
っ
た
ね
」
と
の
声
が
審
査
員

か
ら
漏
れ
た
。

そ
の
後
は
議
決
書
の
作
成
に
移

り
、
審
査
の
ペ
ー
ス
も
隔
週
に
落

ち
着
い
た
。

「小
沢
氏
を
尊
敬
す
る
元
秘
書

が
師
を
陥
れ
る
虚
偽
の
供
述
を
す

盛
饒
穫
卍
摯
艇
魏

説
明
は
不
合
理
」
１
１
。
市
民
の

率
直
な
思
い
を
盛
り
込
ん
だ
。

電

瘍

載
糞

ポ

罐

た
場
合
に
、
国
民
の
責
任
で
公
正

な
法
廷

で
黒
白
を

つ
け
る
制
度

だ
」
と
、
あ
え
て
検
察
審
査
会
の

意
義
を
盛
り
込
ん
だ
。

関
係
者
は

「
ど
ん
な
意
識
で
審

査
を
し

た
か
を
反
映
し
た
か

っ

た
。
刑
事
裁
判
の
あ
り
方
は
本
来

そ
う
あ
る
べ
き
だ
」
と
の
思
い
を

込
め
た
と
い
う
。

最
終
的
な
議
決
書
を
吉
田
弁
護

士
が
示
し
た
４
日
、
全
員
が
納
得

し
て
署
名
し
散
会
し
た
。
「審
査
員

は
本
当
に
、
そ
の
あ
た
り
に
い
る

人
。
お
よ
そ
小
沢
さ
ん
の
議
決
を

し
た
人
た
ち
だ
と
は
思
わ
れ
な
い

か
な
」
。
関
係
者
は
苦
笑
い
し
た
。

補
助
員
豊
口
田
弁
護
士

指
定
弁
護
士

選
任
に
意
欲

今
回
の
小
沢

一
郎

。
元
民
主
党

代
表
の
審
査
に

「補
助
員
」
と
し

て
加
わ

っ
た
吉

田
繁
実
弁
護
士

は

、
１
９
８
８
年

に
弁
護
士
登

録
。
第

二
東
京
弁
護
士
会

で
刑

事
弁
護
委
員
長
や
副
会
長
な
ど
を

歴
任
し
て
お
り
、
刑
事
弁
護
の
ベ

テ
ラ
ン
と
し
て
知
ら
れ
る
。

昨
年
８
月
に
東
京
地
裁
で
あ

っ

た
全
国
初
め
て
の
裁
判
員
裁
判
で

も
、
殺
人
罪
に
問
わ
れ
た
被
告
の


